
令和５年度第８次保健医療計画・新興感染症等対策専門家委員会・感染症対策連携協議会・医療措置協定スケジュール（見込み） 

（日程は前回（第７次）スケジュールも含む） 

 

時期 保健医療計画等 新興感染症等対策専門家委員会 感染症対策連携協議会 医療措置協定 

R5.4 月     

5 月     

6 月     
 
●概要説明（医師会、病院協会、 
薬剤師会、訪問看護ステーション 
協議会）（R5.6 月下旬） 
 

7 月     

8 月  
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

9 月  
●第１回医療審議会（R5.9.11） 
次期計画の検討状況の報告 

 

  
 
 

 
●医療審議会（R5.9.11） 
 医療措置協定の概要説明 

10 月     

11 月    
 
 
 
 
 

 

12 月     

R6.1 月  
 
 
●パブリックコメント 
 （H30.1.19～2/19） 
●市町、関係団体へ照会 

  
 
 
 
 
●常任委員会（素案） 
 （R6.1.19） 
●パブリックコメント 
 （R6.1.19～2.19） 
●市町、関係団体へ照会 

 

2 月   ●集中審議  

3 月  

 

 

●第２回医療審議会 
（R6.3.○） 

→最終案 → 答申 → 計画確定 

  
 
 
 
 
●常任委員会 
 
●計画確定 

 
 
 
 
●医療審議会 
 医療措置協定の意見聴取 

 

保健医療計画部会 
（県単位調整会議）＃1 
（R5.7.11） 
・第８次計画の骨子（案）の検討 
（基本理念，体系等） 

・指針を踏まえた現状及び課題 
の把握（５疾病・６事業の定性・ 
定量分析，圏域課題等） 

・外来医療計画の見直し検討 

新興感染症等対策専門家委員会 
＃1（R5.7.18） 
【骨子（案）協議】 
・指針を踏まえた現状及び課題 
の把握 

・課題解決のための方策の検討 
・第８次計画の数値目標の設定 
・数値目標を達成するために 
必要な施策の立案 

新興感染症等対策専門家委員会 
＃2（12/7～13） 
（書面開催） 
・新興感染症等事業の検討整理 
・数値目標の決定 

保健医療計画部会 ＃2 
(R5.10.17) 
・骨子案（外来を含む。）の決定 
・基準病床数について 
・第８次計画の数値目標の設定 
・数値目標を達成するために 
必要な施策の立案 

保健医療計画部会 ＃3 
(R5.12.21) 
・素案（外来を含む。）の決定 
・基準病床数の決定 
→素案を作成し，部会委員に意見
照会 

保健医療計画部会 ＃4 
(R6.3.14) 
・計画案の調整 

感染症対策連携協議会 ＃1 
（R5.7.18） 
【骨子（案）協議】 
・指針を踏まえた現状及び課題 
の把握 

・課題解決のための方策の検討 
・予防計画の数値目標の設定 
・数値目標を達成するために 
必要な施策の立案 

国「疾病・事業及び在宅医療に係
る医療体制構築に係る指針」
（R5.5.26） 

国「感染症の予防の総合的な推進
を図るための基本的な指針」
（R5.5.26） 

国「感染症法に基づく『医療措置
協定』締結等のガイドライン」
（R5.5.26） 

協定締結に関する事前意向調査 
（R5.7 月中旬～） 

事前意向調査結果のとりまとめ 
（R5.8 月上旬～） 

・基幹病院へのヒアリング 
・圏域ごとの説明会 
（R5.10 月上旬～） 

感染症対策連携協議会部会 ＃1 
・新興感染症等対策の検討整理 
・数値目標の決定 

感染症対策連携協議会 ＃4 
・計画案の調整 
・R6年度の協議会運営について 

協定締結協議 
（R5.11 月上旬～R6.9 月末） 

・協定締結 
・県 HP へ対象機関リストの公表 
（R6.3 月上旬～R6.9 月末） 

感染症対策連携協議会 ＃2 
（書面開催）（12/7～13） 
・意見反映箇所等の報告 
・素案の決定 

感染症対策連携協議会 ＃3 
（1/11） 
・素案の決定 

資料 11 


